
特記仕様書

１ 総 則

秋田県林業研究研修センターの消防設備の機能を常に最良の状態に保ち、建物の安全を

維持するため、消防設備保守管理業務（以下「委託業務」という。）を実施するものとす

る。

２ 業務内容

（１）各種消防設備の外観・機能点検を年２回実施する。

（２）消防設備の総合点検を年 1回実施する。

（３）火災等の発生を未然に防ぐため予防保全措置として、各種消防設備における機器

の調整、注油、清掃等保守管理業務を実施する。

（４）設備異常等の緊急時に、要請により技術職員を派遣し、点検調整を行う。

３ 実施詳細

各種点検については、別紙「仕様明細」に従い実施すること。

また、点検結果については、「消防設備等点検結果報告書」を提出すること。

なお、各種点検の実施に当たっては、消防法の点検基準を遵守し実施すること。

４ 委託期間

令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。


